
短期入所生活介護 ショートステイ 歴史の里 

介護予防短期入所生活介護 ショートステイ 歴史の里 

重要事項説明書 

（令和７年８月１日現在） 

 

１． 施設運営法人 

法    人   名 社会福祉法人福岡市民生事業連盟 

法 人 所 在 地 福岡市城南区茶山三丁目９番 1号 

代  表  者  名 会長   安藤 文英 

設 立 年 月 日 昭和３２年６月２５日 

 

２． 利用施設 

施 設 の 名 称 ショートステイ 歴史の里 

施 設 の 所在地 福岡市西区大字徳永３９７番地の４６ 

施設長（管理者） 森山 成八 

電話番号 ０９２－８０６－８１１１ 

ファクシミリ番号 ０９２－８０６－８４９３ 

 

３． 当施設で合わせて実施する事業 

 

事業の種類 
福岡県知事の事業者指定 

利用

定数 

基準該当 

サービス 

指定年月日 指定番号 人 該当非該当 

施設 特別養護老人ホーム 平成 12年 3月 28日 4071200309号 50 該当 

居宅 

短期入所生活介護 平成 12年 1月 1日 4071200275号  4 該当 

介護予防 

短期入所生活介護 
平成 18年 4月 1日 4071200275号 

 該当 

 

４． 施設の目的・運営方針 

目的 

 適切な介護サービスを提供するために、人員及び管理運営に関

する事項を定め、介護保険法の理念に基づき、利用契約によるサ

ービスを提供すること目的とする。 

運営方針 

 常に利用者の立場に立ち、利用者の意思及び人格を尊重すると

ともに、利用者がその有する能力に応じ、自立した生活を営むこと

ができるようにすることを目指します。 

 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視し

た運営を行います。 

 



５．介護老人福祉施設の概要 

（１）規模 

敷      地 ８，７５０㎡ 

建

物 

構   造 鉄筋コンクリート造 2階建て（耐火建築物） 

延べ床面積 １７８０．２７㎡ 

利 用 定 員 ４名（その他、介護老人福祉施設５０名） 

 

（２）居室 

居 室 の 種 類 室数 面    積 １人当たりの面積 

居 室 
２人室 ９室  １７．５㎡  

４人室 ９室  ３６．０㎡  

 

（３）主な設備 

設 備 の 種 類 室 数 等  面      積 設 置 場 所 

浴   室 

一般浴槽、特殊浴槽、個人浴槽 
1室 ６２．１６㎡ １階 

静 養 室 1室 １７．５０㎡ １階 

医 務 室 1室 １３．９３㎡ １階 

機能訓練室 

兼多目的ホール 
1室 ９７．８５㎡ １階 

食   堂 1室 ９２．４０㎡ ２階 

 

６．職員体制 

（１）職員の配置状況             ※併設の介護老人福祉施設を含む 

職   種 常勤換算 

指定基準 

（定員50名に対して

の必要配置人数） 

保有資格 

施 設 長 １名 １名  

生活相談員 １名 １名 社会福祉主事 

介護支援専門員 1名 １名 介護支援専門員 

管理栄養士 １名 １名 管理栄養士 

機能訓練指導員 １名 １名 理学療法士 

看 護 職 員 4名 
18名 

看護師・准看護師 

介 護 職 員    15.9名 介護福祉士等 

医   師  0.1名（嘱託） 1（嘱託・非常勤可） 内科 

※常勤換算：職員それぞれの週当たりの勤務延時間数の総数を施設における常勤職員の 

所定勤務時間数で除した数（小数点第 2位以下切り捨て） 



（２）職員の勤務体制 

職  種 勤 務 体 制 休  日 

施  設  長 ９：００～１８：００ 勤務割表による 

生活相談員 ９：００～１８：００ 勤務割表による 

介護支援専門員 ９：００～１８：００ 勤務割表による 

管理栄養士 ９：００～１８：００ 勤務割表による 

機能訓練指導員 ９：００～１８：００ 勤務割表による 

看 護 職 員 

早出         ７：００～１６：００ 

日勤           ８：００～１７：００ 

日勤         ９：００～１８：００ 

勤務割表による 

介 護 職 員 

早出           ７：００～１６：００ 

日勤        １１：００～２０：００ 

遅出        １３：００～２２：００ 

夜勤        ２２：００～ ７：００ 

勤務割表による 

医    師 
週２回／月８回  火曜日・金曜日 

１３：１５～１５：００ 
 

 

（３）職務内容 

職     種 業  務  の  内  容 

施  設  長 施設の運営管理を総括します。 

生活相談員 利用者の方の相談援助を行います。 

介護支援専門員 
利用者の方の施設サービス計画を作成し、実施状況を把握し利

用者の満足度を図ります。 

管理栄養士 利用者の方の献立作成・栄養管理を行ないます。 

機能訓練指導員 利用者の方のリハビリを計画し指導援助を行います。 

看 護 職 員 利用者の方の健康管理のお世話をします。 

介 護 職 員 利用者の方の生活全般のお世話をします。 

医      師 利用者の方の健康管理の指導を行います。 

 

７．施設サービスの概要 

（１）介護保険給付によるサービス 

種     類 内        容 

食     事 

・管理栄養士の立てる献立により、栄養と利用者の身体的な状況に配慮し

た食事を提供します。 

・四季を通じての行事食を提供します。 

・食事はできるだけ離床して、食堂でとっていただけるように配慮します。 

・食事提供時間  

朝食７：４５  昼食１１：４５  夕食１７：００ 



排     泄 
・利用者の個々に応じた適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立につい

ても適切な援助を行います。 

入     浴 

・週 2回以上の入浴又は清拭を行います。 

・寝たきり等で座位がとれない方は、機械を用いての入浴も可能です。 

・できる限りプライバシーを守るよう配慮して介助を行います。 

離     床 

更     衣 

整  容  等 

・寝たきり防止のため、できる限り離床に努めます。 

・生活のリズムを考慮し、毎朝夕の着替えを行うよう努めます。 

・適切な整容が行われるよう援助します。 

・シーツ等寝具の交換は、週 1回行います。 

機 能 訓 練 
・機能訓練指導員による身体状況に合わせた機能訓練を行います。 

・日常生活動作能力の維持・向上を図ります。 

健 康 管 理 

・嘱託医により週 2回の往診を設けて健康管理に努めます。 

・緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任をもって引

継ぎます。 

相 談・援 助 

・当施設は、利用者及びその家族からのいかなる相談についても誠意を持

って応じ、可能な限り必要な援助を行います。 

・利用者の施設介護サービス計画が作成されるまでの間についても、利用

者がその有する能力に応じて自立した日常生活が送れるように適切な各

種サービスを提供します。 

 

（２）介護保険給付対象外サービス 

理  美  容 ・毎月１回理髪店より出張による理髪サービスを利用できます。 

特別な教養・    

娯楽設備等 

・特に別途費用が必要な教養娯楽設備やレクリエーション行事に

ついては、その都度ご案内いたします。 

 

８．利用料金 

（１）―①介護保険給付サービス（指定短期入所生活介護サービス費） 

要介護度 
介護保険自己負担額 

1割負担額(１日あたり) ２割負担額(１日あたり) ３割負担額(１日あたり) 

要介護１ ６３６円／日 １２７２円／日 １９０８円／日 

要介護２ ７０９円／日 １４１８円／日 ２１２７円／日 

要介護３ ７８６円／日 １５７２円／日 ２３５８円／日 

要介護４ ８６０円／日 １７２０円／日 ２５７９円／日 

要介護５ ９３３円／日 １８６５円／日 ２７９８円／日 

 

（１）―②介護保険給付サービス（指定介護予防短期入所生活介護サービス費） 

要介護度 
介護保険自己負担額 

1割負担額(１日あたり) ２割負担額(１日あたり) ３割負担額(１日あたり) 

要支援１ ４７６円／日 ９５２円／日 １４２７円／日 

要支援２ ５９２円／日 １１８４円／日 １７７６円／日 

 



（２）介護保険給付サービス（加算費用） 

 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

機能訓練体制加算 １３円／日  ２６円／日  ３９円／日  

看護体制加算Ⅰ ※☆ ５円／日 １０円／日 １５円／日 

看護体制加算Ⅱ ※☆  ９円／日             １８円／日            ２７円／日            

サービス提供体制加算Ⅱ １９円／日            ３８円／日            ５７円／日            

夜勤職員配置加算Ⅰ ※☆ １４円／日 ２８円／日 ４２円／日 

若年性認知症利用者受入加算 １２７円/日 ２５４円/日 ３８１円/日 

送迎加算（必要に応じて） １９５円／回 ３９０円／回 ５８５円／回 

療養食加算 

（医師の処方に基づく） 
  ９円／回   １８円／回   ２７円／回 

緊急短期入所受入加算 

（必要に応じて）※☆ 
  ９０円／回   １８０円／回   ２７０円／回 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の１４.０％ 

※介護予防短期入所生活介護サービスご利用の方は、☆印は対象外です。 

 

（３）食費 ※一日あたり１，４４５円 (内訳 朝食：３８５円/昼食：５３０円/夕食：５３０円) 

 １日あたり 

基準費用額（負担限度額認定者以外） １，４４５円 

介護保険負担 

限度額認定者 

第１段階認定者  ３００円 

第２段階認定者 ６００円 

第３段階認定者① １，０００円 

第３段階認定者② １，３００円 

 

（４）居住費（従来型多床室） ※一日あたり９１５円 

 １日あたり 

基準費用額（負担限度額認定者以外） ９１５円 

介護保険負担 

限度額認定者 

第１段階認定者  ０円 

第２段階認定者 ４３０円 

第３段階認定者① ４３０円 

第３段階認定者② ４３０円 

 

（５）介護保険給付外サービス    

料金の種類 金  額 

理美容代 カット     １，５００円／回 他 

特別な教養・娯楽設備等            実費   

WiFi利用料(月額)          １，０００円 

 

（６）その他の費用 

サービス提供記録の複写物           １０円／枚   



９．利用者負担金の支払方法・領収書の発行 

（１）支払方法 

利用者負担金の支払方法は、毎月１５日までに前月分の請求をしますので、次

の方法によりお支払ください。 

 ①自動口座引落とし 
当施設指定金融機関（福岡銀行）にて開設された個人口座

から月１回引落としとなります。         

 ②現金振込み 当施設の開設口座にお振込みください。     

 ③現金払い 施設のほうに直接お支払ください。 

（２）領収書の発行 

   事業者は利用者から支払を受けたときは領収書を発行いたします。 

 

１０．相談窓口、苦情対応 

（１） サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

苦情受付者  藤 多津二（生活相談員）                 ８０６－８１１１ 

解決責任者 森山 成八（施設長） 

解決第三者委員 
大石 和子（法人評議員,民生委員,児童委員）  ２８１－６０８８ 

福原 浩之（元南区役所地域支援部長）      ６９１－０２２２ 

利用時間 毎日９：００～１８：００  

利用方法  
お電話や面談による苦情・相談受付の他、事務所入口に苦情・相談

ボックスを設置いたしております。    

 

（２）公共機関においても、次の機関において苦情申出ができます。 

西区保健福祉 

センター 

福祉・介護保険課 

所在地  福岡市西区内浜１－４－１ 

電話番号 ０９２－８９５－７０６６  FAX ０９２－８８１－５８７４ 

受付時間 平日 ９：００～１７：００ 

早良区保健福祉 

センター 

福祉・介護保険課 

所在地  福岡市早良区百道２－１－１ 

電話番号 ０９２－８３３－４３５５  FAX ０９２－８４６－８４２８ 

受付時間 平日 ９：００～１７：００ 

糸島市 

介護保険課 

所在地  糸島市前原西１－１－１ 

電話番号 ０９２－３２３－１１１１  FAX ０９２－３２１－１１３９ 

受付時間 平日 ９：００～１７：００ 

 

福岡県国民健康

保険団体連合会 

介護保険課 

 

所在地  福岡市博多区吉塚本町１３－４７ 

電話番号 ０９２－６４２－７８５９  FAX ０９２－６４２－７８５７ 

受付時間 平日 ９：００～１７：００ 

福岡県 

社会福祉協議会 

（運営適正化委員会） 

所在地  春日市原町３－１－７ クローバープラザ４階 

電話番号 （代）０９２－９１５－３５１１ FAX０９２－５８４－３３５４ 

受付時間 火曜日～日曜日 ９：００～１７：３０ 

 

 

 



（２）－２養介護施設における高齢者虐待に関する行政の相談等窓口 

福岡市福祉局 

高齢社会部 

事業者指導課 

施設指導係 

所在地  福岡市中央区天神一丁目８番１号 

電話番号 ０９２－７１１－４３１９ 

受付時間 平日 ９：００～１７：００ 

 

１１．非常災害時の対策 

平常時及び

非常時の 

対応 

別途定める「特別養護老人ホーム歴史の里消防計画」にのっとり年

２回夜間及び昼間を想定した避難訓練を、利用者の方も参加して実

施します。 

防火設備 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

避難階段 有 非常通報設備 有 

非難口（非常口） 有 漏電遮断機 有 

防火戸・防火シャッター 有 非常警報設備 有 

屋内散水栓設備 有 誘導灯及び誘導標識 有 

スプリンクラー設備 有 非常電源設備 有 

自動火災報知設備 有 ガス漏れ警報機 有 

カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しています。 

消防計画等 
消防計画の提出日（消防署）：令和７年４月１日 

防火管理者：森山 成八  

 

１２．事故発生時の対応 

事故発生時の対応 

施設サービスの提供において、事故が発生した場合は、速

やかに利用者の家族、保健所、市町村等関係機関に連絡

を行うとともに必要な措置を講じます。 

事故防止対策 あらゆる事故危険因子に対して、防止策を講じます。 

損害賠償責任補償 事業者は損害賠償保険に加入しております。施設サービス

提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を

速やかに行います。 

 

１３．身体的拘束適正化の取組みについて 

当施設では、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他、入所者の行動を制限

する行為を行いません。 

緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会が次のいずれにも該当すると判断

した場合とし、身体拘束を行う場合は、職員の周知徹底、具体的内容の記録、本人ま

たはご家族へ説明したうえで、文書により入所者の同意を得た上で行います。 

（１）入所者または他の入所者等の生命又は身体をに危険が及ぶと判断した場合 

（２）身体拘束を行う以外に当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護す

るための手段がない 

（３）身体拘束等が一時的なものであること 

身体拘束廃止委員会は必要に応じ随時開催するものとし、当該身体拘束等が要件



のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体拘束等を廃止します。 

当施設は、身体的拘束適正化のための指針を整備し、そのための対策を検討する委

員会及び職員に対する研修を定期的に行います 

 

１４．虐待防止について 

（１）当施設は、入所者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講じます。 

① 虐待を防止するための職員に対する研修を実施します。 

② 入所者及びその家族からの苦情対応体制の整備をします。 

③ その他虐待防止のために必要な措置を講じます。 

・虐待防止に関する責任者の選定及び措置を講じます。 

・必要性に応じて成年後見人制度の利用支援を行います。 

・その他必要な措置を講じます。 

（２）当施設は、サービス提供中に当該施設職員又は養護者（入所者のご家族等高齢

者を現に擁護する者）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速や

かに、これを市町村に通報するものとします。 

 

 

１５．緊急連絡先 

第１連絡先 

 氏   名  続柄  

住   所  

電話番号  

 携帯電話  

第２連絡先 

 氏   名  続柄  

住   所  

電話番号  

 携帯電話  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１６．当施設の利用の際に留意いただく事項 

来 訪・面 会 
来訪者は、その都度面会簿に記載し、職員に届け出てください。

来訪者が宿泊される場合には必ず許可を得てください。 

居室・設備・ 

器具の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用くだ

さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償してい

ただくこともがあります。 

喫 煙・飲 酒 喫煙は決められた場所以外ではお断りします。 

迷惑行為等 
騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、

むやみに他の利用者の居室等に立ち入らないようにしてください。 

所持品の管理 原則的として利用者又は家族で管理をお願いします。 

現金等の管理 原則として利用者の現金所持はご遠慮ください。 

宗 教 活 動 

政 治 活 動 

施設内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮く

ださい。 

動 物 飼 育 施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

入居者及び 

入居者家族等の

禁止行為 

① 職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす

行為） 

 例：コップを投げつける/蹴る/唾を吐く 

②職員に対する精神的暴力（個人の尊厳や人格を言葉や態度に

よって 傷つけたり、おとしめたりする行為） 

 例：大声を発する/怒鳴る/特定の職員に嫌がらせをする/「この

程度できて当然」と理不尽なサービスを要求する 

③職員に対するセクシュアルハラスメント（意に沿わない性的誘い

かけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為） 

 例：必要もないのに手や腕を触る/抱きしめる/あからさまに性的

な話をする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和    年    月    日 

 

 

 

短期入所生活介護サービス及び介護予防短期入所生活介護サービスの開始にあた

り、利用者に対して契約書及びこの書面に基づいて重要事項の説明を行いました。 

 

 

事業者 

所在地    福岡市西区大字徳永３９７番地の４６ 

 

事業者名   社会福祉法人 福岡市民生事業連盟 

         ショートステイ 歴史の里 

 

代表者名   会 長 安藤 文英       

（指定番号 ４０７１２００２７５） 

 

説明者   

所属                              

      

氏名                              

 

私は、契約書及びこの書面により、事業者から短期入所生活介護サービス及び介護

予防短期入所生活介護サービスについて重要事項の説明を受けました。 

 

利用者 

      

住所                             

 

     氏名                              

 

 

代理人（選任した場合） 

 

     住所                             

 

     氏名                              

印 

印 

印 

印 


